
川崎市営公営住宅等の整備に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、川崎市営住宅条例施行規則（昭和３７年川崎市規則第５７号。以

下「規則」という。）第１条の２から第１条の５までの規定による市営公営住宅等の整

備において講ずるものとされた措置等を適正に行うため、必要な技術的細目を定めるも

のである。 

（集会所の床面積） 

第２条 規則第１条の２の規定により新築する市営公営住宅の集会所は、新築する集会

所の床面積の合計について、別表１に掲げる規模を基本とし、敷地形状、住棟配置及

び周辺地域の状況等による増減を考慮して所要の面積を確保しなければならない。 

（特定建築物環境計画書等の評価値） 

第３条 規則第１条の３の規定により新築する市営公営住宅を含め、新築する市営公営

住宅について、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例（平成１１年川崎市条

例第５０号）による特定建築物環境計画書又は特定外建築物環境計画書等を作成する

ときは、「ＣＡＳＢＥＥ川崎」の評価値をＢ＋ランク以上としなければならない。 

（震災対策用施設の整備基準） 

第４条 規則第１条の４の規定による防災対応トイレ及び防災備蓄スペース（以下「震

災対策用施設」という。）の設置は、原則として、新築する市営公営住宅及び集会所

について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める基準に適合しなければな

らない。 

（１）地階を除く階数が１０以上である市営公営住宅を新築する場合 次に掲げる基準 

ア 新築する市営公営住宅又はその集会所に防災対応トイレを設けること。 

イ 新築する市営公営住宅に防災備蓄スペースを設けること。 

（２）地階を除く階数が９以下である市営公営住宅及びその集会所を新築する場合又は

集会所のみを新築する場合 新築する集会所に防災対応トイレを設けること。 

２ 前項の震災対策用施設は、入居者等の利用に配慮した規模及び位置としなければな

らない。 

（省エネルギー基準及び評価方法基準）  
第５条 規則第１条の５第２項に規定する等級は、原則として、評価方法基準（平成１

３年国土交通省告示第１３４７号）の評価項目に応じて別表２に定める等級とする。 

 

 



附則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（第２条） 

市営公営住宅の戸数 
集会所面積 1 ) 

計算式 

１５０戸未満 ５０＋４０×戸数／１５０ （㎡以上） 

１５０戸以上 ９０＋７０×（戸数－１５０）／４５０ （㎡以上） 

１）戸数が多い場合（概ね３００戸超え）は、集会所を複数棟設けることを検討し、集

会所を複数棟設ける場合は、それぞれの集会所を利用する対象戸数により集会所の基本

面積を算出する。 

 

別表２（第５条） 

評価方法基準（平成１３年国交省告示第１３４７号 第５）  等級  
注）「―」については基準設定なし 

１ 構造の安定  １－１～１－７  ―  
２ 火災時の安全  ２－１～２－７  ―  

３ 劣化の軽減  
３－１劣化対策等級（構造躯体等）  等級３  
３－１劣化対策等級（構造躯体等）※木造の

場合  
等級２  

４ 維持管理・更新

への配慮  

４－１維持管理対策等級（専用配管）  等級２  
４－２維持管理対策等級（共用配管）  等級２  
４－３～４－４  ―  

５ 温熱環境・エネ

ルギー消費量  
５－１断熱等性能等級  ―  
５－２一次エネルギー消費量等級  ―  

６ 空気環境  
６－１ホルムアルデヒド対策（内装及び天井

裏等）  
等級３  

６－２～６－３  ―  
７ 光・視環境  ７－１～７－２  ―  

８ 音環境  

８－１重量

床衝撃音対

策  

重量床衝撃音対策等級  等級２  
相当スラブ厚  １５ｃｍ以上  
相当スラブ厚※ＲＣ・ＳＲＣ以外の場合 １１ｃｍ以上  
注）重量床衝撃音対策等級又は相当スラブ厚の基準を満たすこ

ととする。  
８－２～８－３  ―  
８－４透過損失等級（外壁開口部）  等級２  

９ 高齢者等への  
配慮  

９－１高齢者等配慮対策等級（専用部分）  等級３  
９－２高齢者等配慮対策等級（共用部分）  等級３  

10 防犯に関すること 開口部の侵入防止対策  ―  
 


